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序　　　　　文

エジプトの農業はナイル川の豊かな水資源に依存してきましたが、近年の人口増で食糧自給率

が年々低下しています。このためエジプト政府は、農業用水管理技術の改善によって水資源の有

効利用と水質の浄化を図り、農業生産性の向上をめざしたいとして、我が国にプロジェクト方式

技術協力を要請してきました。

これを受けて国際協力事業団は先に基礎調査団を派遣し、我が国の協力が可能な課題を選定し

ましたが、今般は協力基本計画案の妥当性を検討するとともに、プロジェクト実施体制等を協議

するため、平成 11 年 5 月 14 日から同 25 日まで、農林水産省構造改善局設計課　狩俣茂雄氏　を

団長とする事前調査団を現地に派遣しました。

本報告書は同調査団の調査・協議結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクト展開に広く

活用されることを願うものです。

ここに、調査団の各位をはじめ、調査にご協力いただいた外務省、農林水産省、在エジプト日

本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお

願いする次第です。

　平成 11 年 7 月

国 際 協力事業団　　

理事　亀　若　　誠　　
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1．事前調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

エジプト農業は、ナイル川の豊かな水資源、肥沃な土壌、恵まれた気象条件、アスワンハイ

ダムによる通年灌漑の実現により、部分的には非常に高い土地生産性を示している。しかし、耕

地面積はナイルデルタを中心に国土の 3 ％程度にとどまり、耕地面積当たりの人口密度は世界

で最も高い部類に属していて、近年の人口増加に食糧生産が追いつかず、食糧自給率は年々低

下してきている。一方で、灌漑用水は現在でも既に 100％近くまで利用されており、農業生産拡

大のための新たな水資源開発の可能性も小さいことから、水資源の有効利用に向けた取り組み

が今後の課題となっている。

また、ナイルデルタでは水路の周辺に農家が点在する関係上、生活用水の多くを農業用水路

に依存しており、近年の水環境の悪化は農民の生活環境にも悪影響を及ぼしている。

このような状況の下、エジプト政府は我が国に、水資源の逼迫と水環境の悪化に対応して、農

業用水の管理技術の改善による水資源の有効利用、水質の改善を図り、農業生産性を向上する

ことを目的としたプロジェクト方式技術協力「ナイル川流域水資源・水環境改善計画」を要請し

てきた。

これに関連して 1996 年 4 月、エジプト政府公共事業水資源省（MPWWR）は我が国に対し、

「中央デルタ農村地域水環境改善計画」策定にかかる開発調査を要請してきた。このため国際協

力事業団は開発調査に係る事前調査団を 1997 年 7 月に派遣して実施細則を取り決め、これに基

づいて 1998 年 3 月から 1999 年 3 月までマスタープラン調査、フィージビリティ調査が行われ

た。要請プロジェクトは、この開発調査の提言を具体化するための技術実証事業（パイロット事

業）としての性格を有するものである。

今回の事前調査団の目的は次のとおりである。

（1） エジプト側との協議を通じ、プロジェクト方式技術協力の背景・位置づけを確認すると

ともに、開発調査でまとめたパイロット事業計画を基に作成したプロジェクトの基本計画

（案）の妥当性を検討する。

（2） エジプト側のプロジェクト実施体制、支援・協力体制について協議する。

（3） 中央デルタ地域及び本プロジェクト実施予定地域の現状について、開発調査の補足的調

査を行い、プロジェクト活動内容策定に必要な情報を収集する。

（4） プロジェクト方式技術協力の実施の可能性を協議・確認するとともに、今後更に調査検

討の必要な事項及び留意事項を整理する。
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1 － 2　調査団の構成

総括（団長） 狩俣茂雄 農林水産省構造改善局設計課

協力企画 和田充和 農林水産省経済局国際部技術協力課

海外技術協力官

灌漑　　 稲森幹八 農林水産省構造改善局設計課

水管理／水利組織 野坂雄二 福井県嶺南振興局農村整備部

水利防災グループリーダー

営農 味岡剛史 無職

技術協力　　　　　 岩谷　寛 国際協力事業団農業開発協力部

農業技術協力課課長代理
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1 － 3　調 査 日 程

日順 月日 曜日 行　　程 調　査　内　容

1 5／14 金

成田発（11 : 50）
アムステルダム着
（16 : 45）
同発（19 : 30）

（往路）

2 5／15 土 カイロ着（1 : 10） 14 : 00　JICA事務所、専門家と打合せ

3 5／16 日

9 : 00　JICA事務所挨拶、打合せ
10 : 30　大使館表敬
12 : 00　公共事業水資源省表敬（灌漑総局長）
14 : 00　同省灌漑改善局（IIS）表敬・協議

4 5／17 月 カイロ→タンタ

7 : 00　ホテル発
8 : 30　中央デルタ地方農政局表敬・協議
　　　 カフルシェイク地方灌漑管理局長
　　　 タンタ・中央デルタ灌漑改善局長
11 : 00～14 : 00　USAIDカハワギ事業地区調査
15 : 00　市内調査

5 5／18 火 タンタ→カイロ

9 : 00　ホテル発
　　　 ラービン堰、バハール・テラ取水工
　　　 ハモウルポンプ場
12 : 00　ビヤラ灌漑事務所
　　　 バハール・ビヤラ取水工
　　　 パイロット地区（バハール・ヌール地区）
17 : 00　カイロ着

6 5／19 水 9 : 00～13 : 00　IISと協議
15 : 00　JICA事務所、専門家と協議

7 5／20 木
12 : 00　公共事業水資源省
　　　 次官表敬・協議
15 : 00　IISと協議

8 5／21 金 （休日）資料整理

9 5／22 土
9 : 00　IISとミニッツ確認協議
11 : 00　JICA事務所、専門家と協議
15 : 00　団内打合せ

10 5／23 日

9 : 00　ミニッツ署名・交換（次官）
11 : 30　JICA事務所報告
　　　 世銀コンサルタント聞き取り調査
14 : 00　大使館報告

11 5／24 月
カイロ発（14 : 50）
ロンドン着（18 : 50）
同発（19 : 50）

（帰路）

12 5／25 火 成田着（15 : 30）
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1 － 4　主要面談者

（1）公共事業水資源省（Ministry of Public Works and Water Resources (MPWWR)）

次官（Senior Undersecretary）Mr. Abdel Rahman Shalaby

灌漑総局長（Chairman of Irrigation Department (ID), First Undersecretary）

Mr. Yehia Abd El-Aziz El-Shafey

灌漑改善局長（Head of Irrigation Improvement Sector (IIS), First Undersecretary）

Mr. Ramsis Bakhoum

同上　　局次長（Undersecretary for Lower Egypt ／ Project Director of World Bank Project）

Mr. Adel Hashem Salah

同上　　灌漑指導部長（General Director, Irrigation Advisory Service (IAS)）

Mr. Essam Barakat

島崎和夫　灌漑排水計画専門家

木村　充　灌漑技術専門家

（2）中央デルタ地方農政局（Central Delta Directorate in Tanta）

カフルシェイク地方灌漑管理局長（General Director, ID Central Delta Directorate）

Mr. Galal Bedda

中央デルタ灌漑改善局長（General Director, IIS Central Delta Directorate）

Mr. Gamal El-Shafie

同上　　灌漑指導課（IAS, IIS Central Delta Directorate）

Mr. Mohamed Said El-Hetyani

（3）在エジプト日本国大使館

山村研吾　　 二等書記官

（4）JICAエジプト事務所

竹内喜久男　 所長

坂田章吉　　 所員

Alfred Zoser Project Coordinator
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2．要　　　約

本事前調査団は、1999 年 5月 14 日から同 25日までの日程でエジプトに派遣され、エジプト側

関係各機関と協議した結果をミニッツに取りまとめて、署名を取り交わした。この結果、プロジェ

クト名を「エジプト・ナイルデルタ水管理改善計画」（仮称）とし、ナイル中央デルタ地域で 5年

間にわたって技術協力を行う方向が固まった。

当プロジェクトは、先にエジプト政府公共事業水資源省（MPWWR）が我が国に開発調査を求め

てきた「中央デルタ農村地域水環境改善計画」のパイロット事業にあたる。

このため調査団は、開発調査の結果をレビューし、プロジェクト方式技術協力の背景・位置づ

けを確認するとともに、開発調査で作成したパイロット事業計画（案）をベースに基本計画（案）

の妥当性を検討した。

本調査団は、中央デルタ地域及びプロジェクト計画地区にあたるバハール・ヌール地区の営農

状況、灌漑施設の現状、水管理手法、農民組織等を調査し、対象地区農業の現状を把握するととも

に、公共事業水資源省関係者との協議を行った結果、プロジェクトは、エジプト側が実施している

灌漑改善計画（Irrigation Improvement Project：IIP）事業の効率的・効果的な実施のためのより

よい手法を実証することを目標とし、最終的にはナイルデルタ地域で水資源を有効利用するとと

もに農業の生産性を向上させて、エジプト国家経済の発展への貢献をめざすものであることを確

認した。

一方、プロジェクトの実施体制については、公共事業水資源省灌漑総局長をプロジェクトダイ

レクター、同省灌漑改善局長をプロジェクトマネージャーとする等、具体的な体制についてエジ

プト側と合意した。

これらの調査・協議活動を通じて、本調査団はプロジェクト方式技術協力実施の可能性を確認

し、今後更に調査・検討を要する事項、留意すべき事項を整理した。

特に留意すべき事項として、本調査団では主に本プロジェクト要請元である公共事業水資源省

側の行政サイドから見た本プロジェクトの位置づけを整理したが、本プロジェクトは農家の参加

意識が確保されることが前提となるため、今後の調査においては、農家参加型での問題分析等を

行い、農家レベルでの問題認識の現状や社会的・経済的な制約要因を把握しておくことが肝要で

ある。また、本調査団では時間の制約上コンタクトできなかった、地方レベルでの営農指導関係

機関（農業省及び州政府系列機関）との協議を行い、本プロジェクト実施上必要な連携体制のあり

方を確認することが必要である。
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3．調査活動の概要

3 － 1　エジプト側要請の確認

（1）ナイルデルタの灌漑の現状

ナイルデルタにおける灌漑は 19 世紀以降、それまでのナイル川の氾濫水を利用した伝統的

な方式から、水路網による近代的な方式に変わってきた。これらの水路網のうち、主幹線水

路、幹線水路及びデリバリキャナルと呼ばれる支線水路は公共事業水資源省によって管理さ

れ、その末端のメスカと呼ばれる公共水路及びマルワと呼ばれる圃場内水路は農民によって

管理されている。1 つのメスカの支配面積は、50 から 200FD（フェダン：1FD ＝ 0.42 ヘクター

ル）、マルワは 20FD 以下であるが、かなり差が大きい。ナイルデルタでは標高差が少ないた

め、メスカのレベルになると水面が圃場面より低く、マルワへの水の供給には揚水施設を必

要とする。揚水は従来は「サキヤ」と呼ばれる畜力水車が主として利用されていたが、近年は

小型の動力ポンプが急速に普及してきている。水の供給については、幹線水路までは常時通

水されているが、デリバリキャナルからは季節や作物に応じて 4 日から 14 日の間断通水と

なっている。

（2）灌漑改善事業の開始

1970 年代に入ると、エジプト経済の発展に伴い水資源の一層の有効利用の要請が高まり、こ

れら灌漑システムの改善が重要な政策課題となった。このため、米国国際開発庁（USAID）及

び世銀の援助の下に改良計画及び試験的な改良事業が実施された。さらに、1990 年から 1998

年にかけてUSAID の援助の下に灌漑改善計画（IIP）としてメスカ改良事業が開始された。ま

た、1996 年からは世銀、ドイツ復興金融公庫（KfW）及びエジプト自身の資金より IIP が実施

されている。これは、以下のような目的をもっている。

1）メスカのライニングないしパイプライン化により浸透損失、水路管理労働を軽減する。

2）揚水地点をデリバリキャナルからメスカへの 1 点とし、エネルギー効率の向上を図る。

3）施工の課程でメスカレベルの農民組合を組織し、上下流での水の公平な配分を図る。

4）常時通水を行うことにより、間断通水時に見られた過剰灌漑や過剰取水による無効放流

が防止され、水の有効利用が図られる。

5）常時通水により水利用の自由度が高まり、野菜等の収益性の高い作物栽培が可能となる。

（3）基礎調査団の派遣

エジプト側では、USAID や世銀に加え、日本に対しても IIP に対する支援を望み、開発調
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査とプロジェクト方式技術協力の両面から検討が行われていた。日本側としては 1996 年 1 月

に公共事業水資源省がプロ技に関するTOR をまとめたことを受けて、国際協力事業団が 1997

年 4 月、基礎調査団を派遣した。この結果、プロ技を実施する際の方向性について議論が行

われるとともに、プロ技の開始に先立って既に正式要請のあった開発調査を実施し、そのな

かでプロ技の内容についても詰めていくこととされた。方向性については以下のとおり。

1）特定の地域をモデルサイトとして選定し、その地で実施する。

2）これまでの IIP が実施してきた水路整備手法は、経済性や農民の合意形成の面で必ずし

も最適の方法とは限らないとの観点から、従来の方式を評価しつつ、これに代わりうる整

備手法をいくつか試行的に実施、より適切な整備手法の確立をめざす。

3）堰などの基幹施設や幹線水路、チェックゲートといった施設の計画・設計・管理手法に

関する技術の移転を行う。

4）圃場レベルの必要水量を把握し、節水や増収に対して、より効果的な灌漑手法の確立を

めざす。

5）水利組合の運営や連合組織形成に関する指導を行う。

6）上記の側面を考慮しつつ、モデルサイトにおいて水管理、水収支のシミュレーションを

行い、水管理に必要なルールづくりを行う。

7）以上の技術協力を行いつつ、エジプト側技術者に必要な研修を実施するとともに、技術

協力に必要な試験機器、計測器具、実証実験用灌漑施設機材等を供与する。

（4）当初の要請（正式要請書の内容）

その後、1997 年 6 月プロ技に関する以下の内容の正式要請書がエジプト政府より提出され

た。

ナイルデルタにおける農業の状況を見ると、幹線水路の上流やメスカの上流では、水の供

給が不安定であるため農家が過剰な灌漑をする、下流部では水不足や通水の遅れがあり質の

悪い排水を利用する、といった欠点をもっている。また、水質の点では、都市排水や村落の

生活排水及び圃場からの排水の用水への流入、更に洗濯や食器洗いあるいは家畜の洗浄で汚

濁が生じている。これらの状況を改善するため、水管理システムを改善することとし、以下

のような活動を行う。

1）プロジェクト地域の実態調査

2）水管理システム改善計画の樹立

3）同計画の試験的な実施

4）改善事業の標準化

5）技術者の訓練
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（5）開発調査での提案

1997 年 7 月開発調査の事前調査団が派遣され、1999 年 3 月までの間「エジプト国中央デル

タ農村地域水環境改善計画調査」が実施された。開発調査においては、ナイルデルタ 80 万 FD

のマスタープランを作成するとともに、優先地区として 6 万 2,000FD のフィージビリティス

タディ（F ／ S）を実施した。このなかで、優先地区の事業実施の円滑化を図ることを目的と

して、パイロット地区におけるプロ技が提案された。この提案は、既に実施済み、あるいは

現在実施されているメスカを中心とした改良事業の実施方法の改善を行うためのものである。

1999 年 5 月、本調査に先立って最終報告書案の検討がエジプト政府との間で行われた。

パイロット事業の内容は以下のとおりである。

1）農民参加型計画手法の導入

2）営農改善及び指導計画樹立

3）灌漑・排水技術の改良の技術移転

4）水管理計画の確立

5）灌漑・排水施設計画の樹立

6）水環境保全計画

（6）今回確認された問題点

現在、IIP 事業は、世銀の融資及びエジプト独自の資金により実施されている。公共事業水

資源省は1996 年には2002 年までに104 万6,000FD、2017 年までに673 万4,000FD を改良す

る計画を樹立した。しかしながら、1998 年においてこれをそれぞれ78 万 FD、348 万 FD に下

方修正され、なお現段階で既に 2002 年までの計画について達成不可能としている。エジプト

側としてはこの遅れを深刻に受け止めており、今回のプロ技においてその促進方法の開発を

求めている。

また、メスカ改良後におけるデリバリキャナルの上下流間の公平な水配分のための水利組

合連合会の設立についても、本プロジェクトの重要なテーマとしている。さらに、メスカ改

修後の水管理や施設管理に問題があり、これが事業開始時点で農家の考え方を十分考慮しな

かったことによるものであること、農家の償還金の支払いには圃場レベルでの適正な水利用

による作物増収、所得向上が不可欠であることについても十分な認識をもっている。この

ため、これらの点についてはミニッツにおいて確認を行った。

一方、必ずしもエジプト政府としての認識ではないが、開発調査の結果では農業支援との

連携が不足している、農民間の水をめぐるトラブルを 20％以上の農民が抱えていること、改

良メスカの 70％は構造上の問題や管理組織上の理由で部分的にしか使われていない時期があ

る等の問題があることが指摘されている。
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なお、開発調査で提案のあった水質改善関係のコンポーネントについては、公共事業水資

源省には対応機関がないこと、本プロジェクト地区のデリバリキャナルは集落内を通過して

いないため、ゴミの投棄等の問題は少ないことから、プロジェクトの主たるコンポーネント

としては取り扱わず、塩分濃度等の水質のモニタリング程度にとどめることとする。

3 － 2　プロジェクト地区の概況

プロジェクト実施地区の選定にあたっては、開発調査の提案に従って、①農民の意向、②デ

モンストレーション効果、③関係機関との連携の容易性、④農民の農業に対する取り組み、⑤

農業基盤等を勘案し、開発調査の F ／ S 地区の中心水路・バハール・テラのデリバリ水路であ

るバハール・ヌール水路及びそれに関連したメスカの受益地（4,000FD）とした。同地区は、デ

ルタの中心都市であるタンタから 1.5 時間程度であり、近傍の町であるビヤラには公共事業水資

源省の出先でバハール・テラ幹線用水路掛かりの維持管理を行っているビヤラ灌漑監視区

（Biyala Inspection Office）、ビヤラ灌漑区監督（Biyala Water District Office）がある。また、

農業土地開発省の出先であるビヤラ郡事務所もある。

農家の意欲としては、地区内には施設園芸を先進的に行っている農家もあり、常時通水が可

能となればこれに追随する農家も期待できる。基盤の状況としても、暗渠排水は全面的に施工

済みであり、地下水位上昇による栽培への障害もない。

3 － 3　プロジェクトの概要

3 － 2 で述べたように、エジプト側の本プロジェクトに対する期待は、既に実施が開始され、

今後デルタ全域に拡大していく予定の IIP の実施方法を改善し、事業の促進を図るとともに、改

良した施設が適切に使用され、公平な水配分が実現することである。したがって日本側として

もこれをプロジェクトの中心課題に据え、プロジェクト目標を「IIP 事業の効率的・効果的な実

施のためのよりよい手法を実証する」ことに置くこととする。また、このプロジェクトの最終目

標は、「ナイルデルタ地域での水資源を有効利用するとともに農業の生産性を向上させ、エジプ

トの国家経済の発展に貢献する」こととする。

プロジェクトの概要は、図 3 － 1 に示すとおりであり、従来の方法に比べ農民参加の度合い

を大きくするとともに、圃場レベルにおける水利用や作付け計画等の面での農家に対する指導

の強化に重点を置くこととする。
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図 3 － 1　プロジェクト概要図
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3 － 4　エジプト側実施体制

エジプト側においては、プロジェクト実施機関を公共事業水資源省（MPWWR）とする。同省

はエジプトにおける水資源の開発、管理及び利用に関するすべての業務を司る。すなわち、ほ

ぼ唯一と言える水源であるアスワンハイダム貯水池から末端支線水路までの建設管理及びそれ

を通じた農業用水及び都市用水の水配分計画の策定とその運用、地下水の調査・開発・利用に

関する業務のほか、国土地形図の作成、海岸保全、大規模砂漠地帯開発などに関する業務も行っ

ている。本プロジェクトにおいては、灌漑総局の総局長がプロジェクトダイレクターとしてプ

ロジェクトの実施・管理の総括を行うこととし、灌漑改善局の局長がプロジェクトマネージャー

としてプロジェクトの管理面、技術面を扱うこととする。なお、プロジェクトマネージャーは、

日本側専門家のチーフアドバイザーのカウンターパートとなる。その他、デルタ地域担当の局

次長を副プロジェクトマネージャーとするとともに、県レベルの責任者をプロジェクトサイト

マネージャーとする。

さらに、プロジェクトの運営管理を円滑にするために、中央レベルでプロジェクトダイレク

ターを議長とする合同運営委員会を設置するとともに、現場レベルでの実施を円滑化するため

副プロジェクトマネージャーを議長とする事業連絡委員会を設置する。特に、本プロジェクト

は灌漑改善局を直接の協力機関としているが、現在デリバリキャナルの管理は灌漑局の系列が

担当していることから、この部門との連携を十分図る必要がある。

なお、作物の単位用水量の測定は、国立水研究センターの担当となっているが、同センター

に対しフルタイムのカウンターパートの選任を依頼するのは困難な場合もありうる。この際は

同センターに対し、調査の依頼等を通じた間接的な協力関係にとどまることとなる。

3 － 5　実施上の課題

（1）営農指導との関係

本プロジェクトにおいては、水の需給に応じたブロックごとの土地利用計画を策定すると

ともに、作物ごとの適切な水利用及び常時通水が可能になった際により収益のある作物への

転換を図るうえでも営農指導は重要な役割をもっている。農民に対する営農指導は農業土地

開発省の傘下にある郡事務所や村単位に置かれている農協が行っている。現在実施されてい

る IIP においては、これら営農指導組織との連携は図られているものの、非公式な関係にとど

まっており、本プロジェクトの実施においてはより緊密な関係を構築する必要がある。

一方で、中央レベルにおいて農業土地開発省そのものを実施機関の 1 つとして位置づけた

場合、プロジェクトの実施に際しその連携に相当な時間を要することが懸念される。したがっ

て、実務的には現場レベルでの連携強化を図る方が有効と見られることから、本調査のミニッ

ツにおいては、その旨の記載を行った。今後の調査においては、特にこれら現場レベルの機
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関への訪問や協力依頼を行う必要がある。

（2）エジプト側の資金調達への懸念

本プロジェクト地域では、デリバリキャナル1 本と、38 本のメスカの改良が必要であり、そ

の工事費は約 3.4 億円と推定されるが、これらの支出についてエジプト側は全く問題がない旨

回答している。現在エジプト側では独自の資金により、カハワギ地区のUSAID の実施した残

りの地域について整備を進めている。これらの規模は、これまでに着工したものが約 150 メ

スカとされており、400 以上のメスカで手続きが行われている。灌漑改良局によれば、これに

追加してプロジェクト地区を事業地区とする手続きは極めて容易であり、資金面での問題は

ないとしている。現実にプロジェクト地区では、5 年間の協力期間内の後半に 38 メスカの改

良を行えばよく、十分可能なものと思料される。

一方で、エジプトの財政事情等から資金手当てが遅延した場合、プロジェクトの実施に大

きな支障を与えるおそれがあることから、今後ともエジプト政府に対し確認作業を行うとと

もに、万一資金手当てが遅れた場合に備え、日本のプロジェクト基盤整備費において対応す

ることも考慮しておく必要がある。

（3）開発調査最終レポートのミニッツ

1999 年 5 月の初旬に行われた開発調査最終レポート案の協議において、今回のプロ技関係

の事項については以下の点が議論となった。

1）パイプラインメスカについて

エジプト側は、パイプラインメスカが望ましいとしているのに対し、調査団側は、パイプ

ラインは費用が高く農家もそれに慣れていないと述べ、今後基準を整備することとされた。

このため、今回のプロ技においてこれらの検討を行う必要がある。

2）作物ごとの灌水方法について

農家が簡単に使え、しかも正確な作物用水量の算定のしかたを検討することとされてい

た。これについても、プロ技の活動のなかで「灌漑暦」といった形で農家に提示するものを

作成する必要がある。

（4）既得権との調整

公平な水利用の実現にあたっての最大の課題は、メスカの上流、デリバリキャナルの上流

側で、これまで優先的に水を利用できていた農家を、いかに IIP 事業に参加させるかである。

農民組織をつくる過程で、あまり水配分の公平性にこだわり過ぎると、こういった農家の離

反を招くこととなる。したがって、上流の農家に対しては、常時通水のメリットを説くのみ
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ならず、ある程度既得権を認めつつ組織化を進めることが必要となろう。既得権を認めるこ

とについては、逆に下流からの反発も予想されるが、全員が参加することなしには事業がで

きないこと、下流についてもこれまで以上に公平な水配分が達成できることを周知させたう

えで、事業参加への働きかけを行うことが重要である。

3 － 6　今後更に調査が必要な事項

今回十分に調査できなかった事項、更に詳細な調査を行うべき事項は以下のとおり。

（1）ワークショップの実施

本調査において、エジプト政府側の IIP の必要性、プロジェクトに対する期待は明らかに

なったが、プロジェクト実施地域における農家レベルの意識は、開発調査では必ずしも十分

に判明したとはいいがたい。このため、次期短期調査の段階でワークショップを行い、農民

の意向の把握に努めるとともに、実際の協力が開始された際に、どのような手順を踏むか、ど

のような反応があるかといった事項についてあらかじめ知っておくことで、円滑にプロジェ

クトを始動させることが可能となる。

（2）営農指導機関への訪問

営農関係の指導機関の意向については、今回の調査において十分把握できなかった。した

がって、県（Kafr El Sheikh Governorate）、郡（Biyala District）、農協（Biyala No. 1 Credit

Co-op 及び El-Saee Credit Co-op）の農業省関係機関への訪問を行うとともに、県レベルにお

いて力をもつ知事（Governer）に対し、協力の依頼を行っておくことが望ましい。（知事への

表敬は灌漑改良局を通じ 1 週間程度前に申し込んでおく必要がある。）

（3）本省と県との役割の明確化

本プロジェクトは主として現場レベルにおいて、実務的なプロジェクトの実施方法の改善

を図っていくものである。したがって、灌漑改良局に関しては県レベルの技術者をカウンター

パートとするのが適当である。また、灌漑局関係については、デリバリキャナルの実質的な

管理部門は郡レベルの機関であることから、県ではなく、郡レベルの技術者をカウンターパー

トとすることも考えられる。

なお、営農部門について日本から短期あるいは長期の専門家を派遣する際には、灌漑改良

局の農業技術者をカウンターパートとし、農業土地開発省関係については協力関係として位

置づけることが望ましい。

さらに、本プロジェクトの成果が将来的な広がりをもつためには、日本側専門家の協議相
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手を本省レベルにも置いておくことが有効であると思料されるので、本プロジェクトにおけ

る本省の役割について、更にエジプト側と詰めておく必要がある。
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4．プロジェクトの背景・位置づけ

4 － 1　エジプトの農業概況

エジプトの農業は国内総生産（GDP）の 17.7％、労働人口の 30％、輸出額の 21.6％を占める

基幹産業である。

ナイルデルタは気候条件、市場条件などに恵まれた農業生産性に富む地域で、エジプトの食

糧庫となっている。しかし、1970 年代にはほぼ自給していた主要穀物の小麦も 1994 ／ 95 年に

は自給率が 48％まで落ち込み、農業開発は社会、経済及び食糧自給のための急務となっている。

また、国民 1 人当たりの可耕地面積は 0.06 ヘクタールと極めて小さいため、大規模農地開発事

業を推進している。

4 － 2　国家開発計画及び関連農業政策等における本計画の位置づけ

（1）国家開発計画

エジプト政府は1997 年4 月に「第4 次社会・経済開発5 か年計画（1997 ／98 ～2001 ／02）」

を策定し、年率 6.9％の経済成長の確保と国内総生産（GDP）を 2001 ／ 02 年には 3,350 億エ

ジプトポンド：LE（1996 ／ 97 年価格）に引き上げることを目標としている（1LE ＝約 0.3US

ドル、1999 年 5 月現在）。

農業生産では現在の伸び率（3.1％）を上回る年率 4.2％成長を実現し、その生産額が 520 億

LE に達することを目標としている。このため 5 か年の投資総額 4,000 億 LE のうち 11.5％に

あたる 459 億 LE が農業部門に投資される。

（2）第 4 次社会・経済開発 5 か年計画と灌漑改善事業（IIP）

エジプト政府は現在人口増加対策、農業増産対策等としてシナイ半島北部の約 25 万ヘク

タール、ニューバレー地域の約 21 万ヘクタールの大規模農地開発・農村建設プロジェクトを

実施中である。また既灌漑地の内部でも効率的かつ公平な水利用により農業生産を拡大する

ことが求められている。このような背景の下、限られた水源を効率的に利用するために IIP が

必要とされるようになった。第 4 次社会・経済開発 5 か年計画では IIP の拡大がうたわれ、灌

漑効率の向上とともに、作物生産の向上が計画されている。

（3）灌漑改善事業

1）従来システムの問題点（IIP）

IIP は旧灌漑システムの次のような問題点を解消するために実施されている。
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・支線水路やメスカの末端部で顕著な不公平水配分

・固定的な輪番制で農作業計画等に応じた柔軟な水利用が不可能

・漏水、不均平圃場、未熟な水管理技術による低い水利用効率

・操作・管理費の増嵩

2）IIP の目標

・メスカの改修計画、設計及び実施など、公共事業水資源省長期計画に位置づけられた灌

漑システム改善のための手法の開発

・関係農家及び圃場レベルでの効率的な水管理実現を支援するための灌漑助言指導業務部

門を設立

・すべての IIP 実施地区で水利組合（Water Users Association：WUA）を組織し、WUA

において灌漑計画の策定、施設の定期点検補修、情報交換及び水紛争解決を行う

・圃場やメスカの改良経費回収の指針策定、WUA の法制化並びに認可手続き及び必要な

書類の制定

3）IIP の概要

図 4 － 1 ～図 4 － 4 参照。
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メスカの改良�
（パイプライン化
又はライニング）�

メスカ敷高の嵩上げ�

浸透損失の防止�

草刈りなど水路管理
労働の軽減�

多点取水から1点取水
への変更によるエネ
ルギーコストの節減�

水利用の自由度の高
まりによる作物選択
の幅の広がり�

メスカ維持管理の
ための農民組織の
結成�

メスカの上下流間の水
の公平な配分の達成�

デリバリキャナル
を間断通水から常
時通水へ変更�

過剰灌漑や過剰取水に
よる無効放流の防止�

図 4 － 2　IIP（Irrigation Improvement Project）
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図 4 － 3　これまでの IIP の問題点

1.　デリバリキャナルの上下流の公平な水配分のため
には連合組織が必要である�

4.　現在行われているIIP事業の大幅な促進が必要であ
る�

6.　20％以上の農民が水をめぐるトラブルを抱えてい
る�

5.　農業支援が不足している�

3.　農家が建設コストの償還をするためには、作物ご
との適切な水利用や圃場用水とデリバリキャナルの
改善が必要である�

2.　農家の意向を十分反映せずに建設した、あるいは
機能が不全であるために、あまり利用されていない
施設がある（改良メスカの70％は、構造上の問題や
管理組織上の理由で部分的にしか使われていない）�
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図 4 － 4　IIP 資金の流れ

公共事業水資源省�

公共事業水資源省�

公共事業水資源省�
（特別基金）�

計画省�

大蔵省�

税務署�

税務署�

農　家�

事業実施�

再
　
支
　
出�

予算要求�

予算計画の提示�

予算の割り当て�

事業予算の支出�

負担金の請求�

徴収手数料（15％）以外を�
繰り入れ�

 負担金の支払�
（農協が支援）�

公共事業水資源省から�
税務署へ負担金請求依頼�
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4）実施状況

a．USAID パイロット地区

F ／ S が実施された約40 万 FD のうちプロジェクト完了までに約10 万 FD 弱の地域で

デリバリキャナル改修が行われるとともに、約 7 万 FD 程度のメスカ改修が完了した。

b．エジプト独自予算による実施地区

公共事業水資源省ではエジプト側独自予算により残る未整備メスカの改善を実施して

いる。

c．世銀プロジェクト地区

ナイルデルタのうち約 25 万 FD の地域を対象としているが、現在は第 1 段階として約

10 万 FD で整備が進められている。

5）IIP の今後の事業計画と問題点

表 4 － 1 は 2017 年までの IIP の整備計画であるが、実際は遅れているといわれている。

IIP の推進上の問題点は、事業着手の段階で農民に対する説明が不十分であることとさ

れ、次の組織化へ進む段階で地域によっては半数の農民が脱落するといわれている。よっ

て、IIP 事業の推進のためには農民の理解を十分に得ることが必要不可欠である。

その他の問題として、工事発注（契約）に手間が掛かりすぎるとの意見が幹部からも聞

かれ、この点も事業推進上問題となることが考えられる。

（上段：当初案　1996年時点、下段：改定案　1998年時点）

計　画　名
改良面積
（×千 FD.）

単位事業費
（×千£E）

総事業費
（×百万£E）

1996／97年度計画 90 1 .8 162

1997－2002　５か年計画 1,046
780

2 .5 2 , 631
1 ,560

2002－2007　５か年計画 1,388
900

3 .1 4 , 300
1 ,800

2007－2012　５か年計画 2,136
900

4 8 ,537
1 ,800

2012－2017　５か年計画 2,074
900

5 10 ,370
1 ,800

計 6,734
3 ,480

26 ,000
6 ,960

表 4 － 1　2017 年の完了を目標とする既耕地改良年次計画
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また、未確認であるが USAID が灌漑制度関係で事業を計画中との情報もある。

（1）灌漑管理システム（IMS）

IMS（Irrigation Management System）はUSAID がエジプト政府に対して支援（1981 ～1987

年）した総額 3 億 3,600 万 $US にのぼる総合的な灌漑改善プログラムであり IIP をはじめとす

る 10 のコンポーネントで構成されている（図 4 － 5）。

（2）灌漑土壌・水改善プロジェクト（ISAWIP）

ISAWIP（Irrigated Soil and Water Improvement Project）はカナダ国際開発庁（CIDA）が

ダカレイヤ県の 6 万 8,000FD の農地を対象に土壌調査と改良、水管理の改善及び営農普及を

3 本柱として 1987 年から 1994 年にかけて実施した総合整備事業である（図 4 － 6）。

（3）世銀プロジェクト（ドイツKfW との協調融資）

このプロジェクトはデルタ中央部から北西部にわたる約24 万 8,000FD（約 10 万ヘクタール）

を対象に、総事業費約 220 億円で 1996 ～ 2002 年にかけて実施される（図 4 － 7）。

1）事業目的

・施設の改修を含む灌漑システムの改善による公平な水配分と、圃場水管理技術の改善を通

じた農業生産と農家収入の増大

・農民によるメスカ管理経費の分担と維持管理の持続性の改善

・公共事業水資源省灌漑部門の、組織的な計画・実施能力の強化

2）内容

・支線水路では、ゲート等の整備とともに排水再利用のための機場整備

・メスカでは、1 点汲み上げ方式によるコンクリートライニング又はパイプライン化

・WUA へ参加する農民への研修、組織化を支援する IIP の灌漑改善指導部（Irr igat ion

Advisory Service: IAS）を強化

・行政機関と事業の間における観測・評価、環境面、圃場レベル水管理の展示及び国内外研

修についての連携を通じた組織的支援の提供
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5．協力要請分野の現状と問題点

5 － 1　灌 漑 分 野

エジプト国の灌漑改善事業（IIP）とプロジェクト対象予定地域の調査は、協力要請のあった

実施対象機関、公共事業水資源省（MPWWM）の灌漑改善局（IIS）を中心に行った。

なお、灌漑と水管理は密接に関連し合う分野であるため、次のように報告の役割を分担した。

水管理のうち圃場より上流の水路施設の整備に係る部分は本報告、圃場レベルに係る部分は営

農分野、水管理の組織運営に係る部分は農民組織／水管理分野で報告する。

（1）IIP 未実施地域の現状と問題点

ナイルデルタを含むエジプトの利水は、その水源をほとんどナイル川（555 億立方メート

ル／年）に依存している。この地域では、以前は畜力を用いたサキヤ（揚水機）で灌漑してお

り、その水管理は受益農民全体で行っていた。近年では、サキヤに代わって揚水力の大きい

ポンプで個別に揚水する傾向にあり、受益農民全体による水管理も機能しにくくなっている。

無料の利水はイスラム社会の正当な権利とされているため、総水供給量の不足しているナ

イルデルタでは、利水しやすい上流側と利水しにくい下流側（上下流のメスカ間のみならずメ

スカ内の上下流も含む）で配水の不均衡が発生している。さらに、不足している水供給を均平

化するためにとられている間断通水による水不足への精神的不安感が過剰灌漑を誘引し、下

流側の水不足を助長している。また、水路の維持管理不足で放置された水草による水理ロス

が、下流の水不足につながっている。こうした水不足が、メスカやマルワ以外の水路から違

法な直接取水を引き起こしている。

ここでは、用水路から排水路へ放流される無効放流は問題視するほどの量ではない。それ

よりも、過剰灌漑された用水が圃場内の暗渠排水路を経て排水される灌漑効率の低さの方

が問題視されている。また圃場レベルでは、間断通水が適期、適量の灌漑の制約要因になり、

耕作土への塩分集積の一因にもなっている。

（2）既実施 IIP の現状と問題点

既実施の IIP としては、USAID により完了した 2 地区と世銀等により実施中の 1 地区があ

る。これらは受益農民の 1 ／ 3 以上の合意若しくは受益面積の 30％以上の合意で事業に着手

したり、3 ～ 6 か月の短期間で受益農民による水利組合（WUA）を設立したため、IIP に対す

る受益農民の認識が低く、合意形成が不十分である。そのため、個別に揚水して IIP に参加せ

ず、施設の維持管理費を負担しなかったり、違法な直接取水を繰り返したり、計画された作
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付け計画を守らない事例が散見される。

IIP の最大の便益は、デリバリキャナル～メスカ間の連続通水である。改良メスカは下流か

ら上流に向けて施工しており、下流が竣工すればデリバリキャナルに連続通水するため、未

施工の上流で違法な直接取水を誘発している。改良メスカはパイプラインと自然流下式開水

路の 2 種類である。旧メスカを廃止しないまま改良メスカを敷設したため、旧メスカからの

連続通水の恩恵にあずかっている者も多い。

またWUA はメスカ単位で組織されたため、上流側メスカと下流側メスカの間で配水の不

均衡が生じている。1 つのデリバリキャナル掛かりのメスカ全体で配水調整を行う必要があ

る。

現在実施中の世銀による IIP は進捗が遅く、事業計画期間の延長が避けられない状況にある。

その要因の 1 つは、受益農民の IIP に対する参加意識の低さにある。

灌漑施設の改善事業の計画設計を担当する灌漑改善局（IIS）は、ポンチ絵でプロポーザル

設計を募っている。そのため、現場状況を反映した施設設計に必ずしもなっていない事例も

散見される。

5 － 2　水管理／水利組織分野

（1）現　状

水管理は、デリバリキャナルまではMPWWR、メスカ以降は農民によって行われている。メ

スカ以降においては、農民レベルによる組織的な水管理は行われていない。

また、デリバリキャナルの下流部においては、水不足が生じていることからある程度の過

剰灌漑がなされていると考えられる。原因としては、間断灌漑下での心理的圧迫、過去の経

験に基づく除塩対策、圃場必要水量等適切な灌漑指導の不備等が考えられる。

1）水配分計画

a．各灌漑監督区ごとに、農業土地開発省の現地事務所から提出された作物別作付面積と

MPWWR が定めた作物別旬別消費水量等を基に次年度の年間需要量を算定する。

b．灌漑管理局は、管内各灌漑監督区からの報告を集計・調整し本省水配分部（WDS）へ報

告する。

c．WDS は、各灌漑管理局からの報告を集計・調整するとともに、必要な上工水や船運用

水を加えて各灌漑管理局別に割り当てこれを通知する。

d．1992 年以降は、WDS が定める各灌漑管理局別割当量は固定されており、これで特に問

題が生じていないことから見直しが行われていない。

2）施設管理

a．デリバリキャナルごとに施設管理・操作員（Bahry）が置かれている。さらに、その下に
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は管理・操作補助員（Assistant Bahry）や数名の作業員がおり、実際の操作等を担当して

いる。

b．日常の水位監視は、各デリバリキャナル取水工の上下流に設置された水位標目盛を

Bahry が目視で観測し、週に 2 回所属する灌漑監督区の灌漑監督技官（Engineer）へ直接

報告されている。

c．水位の報告を受けた灌漑監督技官は、所属する灌漑監視区監視技官を通じて灌漑管理局

の責任者へこれを報告する。

d．監視技官若しくは灌漑管理局の責任者は、報告された水位の妥当性を過去の実績等を基

にチェックし、必要に応じて下流水位の調整を灌漑監督区に指示する。

e．指示を受けた監督技官は施設管理・操作員に対して、維持すべき下流水位を指示する。

3）輪番制

a．灌漑管理局は、管内の各デリバリキャナルを 2 ～ 3 のグループに分け夏は 4 ～ 5 日おき

の 2 輪番、冬は 5 ～ 7 日おきの 3 輪番でローテーションスケジュールを策定する。

b．各灌漑監督技官は、ローテーションスケジュールに従って各デリバリキャナルの取水口

ゲートの開閉操作を施設管理・操作員に指示する。

c．施設管理・操作員は、送水開始日の夕方ゲートを開放し、送水終了日の夕方にゲートを

閉鎖する。特段の問題や指示がなければこれら以外の操作は行われない。

4）メスカの水管理

a．メスカは農家の所有に係り、その管理は農民自らが行うこととなっている。

b．一部のメスカでは、関係農家間で利水上の調整が自主的に行われているところもあるが

ほとんどのメスカでは各農家がそれぞれ勝手に取水を行っている。

c．デリバリキャナル沿いの水利的条件に恵まれている区域では、可搬式動力ポンプにより

許可されていないキャナルからの違法な直接取水が行われている。

（2）問題点

1）水配分計画

a．現在MPWWR が用いている作物別旬別単位消費量は、一般的な修正ペンマン法による

算定結果と比較して極めて低くなっているなど、必ずしも実態にそぐわない計画となって

いる。このため、実際の水管理に際しては参考程度に利用されるのみとなっている。

b．現在エジプト政府は農業の自由化政策を推進しているが、こうした情勢の変化がありな

がら、従来の用水配分のあり方を見直していない。また、限られた水資源の有効利用の観

点から水稲等の用水多消費型作物の作付面積を制限しているが、農民はこれに違反した大

幅な過剰作付けを行い、ピーク時の用水不足を来している。
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2）水管理

a．実際のゲート操作は、過去の実績水位の維持に注意が払われ、受益地域内の栽培作物の

変化などには配慮されていないため、実際の水需要に即応したものとはなっていない。

b．実際の水需要に対応していないことから、必要以上に送水して無効放流を発生させたり

逆に十分な水量が送れないため下流域で水不足を発生させたりしている。

3）輪番制

輪番スケジュールは、ある程度地域の作物を考慮したものとはなっているが、必ずしも地

域農業の実態を反映したものとはいえず、水稲作付面積の増加や灌漑作業の集中などにより、

特に下流域での水不足を招く原因となっている。また、作物が用水を必要とする適期に補給

がなされないため、減収や収量の上下流域の格差が生じている。

4）メスカ水管理

可搬式動力ポンプの普及により、水利的に不利な下流域と有利な上流域の水利用上の格差

が拡大している。

5 － 3　営 農 分 野

（1）IIP 実施前の現状と問題点

開発調査における調査地域（中央デルタ）では、用水路の位置により上、中及び下流域の 3

地域に分けられており、それぞれの地域の現況総作物作付け率は、上流域で 200％、中流域で

185％、下流域で 148％と報告されている。また作物単収は、上、中流域においては、ほぼ全

国並であるが、下流域の単収は全国平均を下回っている。

このように、上、中流域と下流域において作付け率並びに単収において差が生じている要

因の 1 つとして、灌漑用水の不均等な配分があげられている。現在、エジプトの灌漑方式は

間断灌漑を採用しているため、上流域の農家では、通水しているときに、より多くの水を圃

場に取り入れようとする傾向が強く、これが結果的に上流域の過剰灌漑、下流域の水不足を

生じさせている。また、現状の間断灌漑では、頻繁に灌水が必要となる野菜栽培が困難であ

り、単収の低下並びに作付け意欲の減退を引き起こしていると指摘されている。

この現状を打破するためには、間断灌漑から継続灌漑への転換を図り、上流域での過剰灌

漑の防止、水少消費作物の導入等による灌漑水の公平かつ効率的な利用が必要である。

（2）IIP 実施後の現状と問題点（USAID による IIP 先行実施カハワギ地区）

カハワギ地区では、IIP の実施により野菜（スイカ、トマト、ジャガイモ等）の作付け・作

物の多様化並びに水稲新品種（短栽培期間品種）の導入が図られ、一定の成果をあげているも

のと思われる。営農普及は、IIP の灌漑改善指導部（IAS）の農業技術者と農協（農業土地開発
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省管轄）の農業技術者・営農指導員が担っており、両者の連携は緊密であり、さらにはエジプ

トの試験研究機関（Agricultural Research Center：ARC や Field Crop Research Institute：

FCRI 等）から栽培品種の推薦等、情報提供を得ており、試験研究を経て現地へ導入・営農指

導するという研究・普及の一貫体制が一応構築されているといえる。

しかしながら、IIP 事業実施後においても、用水が末端まで行き届いておらず、灌漑水の取

水における問題が上・下流域間でいまなお発生している。このことは、IIP 事業の周知徹底が

農家に対しなされていないなかで IIP の実施に踏み切り、この結果、IIP 実施後においても農

民主体による水管理がうまく機能していないためと思われる。農民参加による用水の管理、効

率利用、均等配分を実施するためには、農民の合意形成が不可欠である。このためには IIP 事

業実施により常時通水が可能となり、過剰灌漑が防止されるとともに、野菜等のより収益性

のある作物の栽培も可能となって農家経営の改善につながるというインセンティヴを提示す

る必要がある。したがって、IIP 事業と営農指導部門との連携が極めて重要である。
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6．プロジェクトの基本計画（案）

6 － 1　基 本 計 画

（1）上位目標

ナイルデルタ地域での水資源を有効利用するとともに農業の生産性を向上させ、エジプト

の国家経済の発展に貢献する。

（2）プロジェクト目標

灌漑改善事業（IIP）の効率的・効果的な実施のためのよりよい手法を実証する。

（3）成　果

1）農民参加による水管理計画及び土地利用計画が作成される。

2） 3 段階の水管理組織が設立される。（マルワレベル、メスカレベル、デリバリキャナルレベ

ル）

3）農民参加によりメスカやデリバリキャナルが改善される。

4）作物に適した水利用が適用される。

5）農民組織が主体となった水管理システムが確立される。

（4）活動項目

1）計画段階からの農民参加手法の導入

2）土地利用計画手法の農民への指導

3）水管理のための農民組織化手法の検討と組織設立の促進

4）作物別の単位用水量の確認と圃場レベルでの適切な水利用

5）灌漑施設の改善等の手法の検討

6）よりよい水管理のための農民の指導

　 活動項目の年次別計画については表 6 － 1 を参照。
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達成目標� 活　　動　　項　　目�
行　　　　程�

１年目� ２年目� ３年目� ４年目� ５年目�

1．農民参加に
よる水管理計
画及び土地利
用計画の作成�
�

2．３段階の水
管理組織の設
立�

3．作物に適し
た水利用の適
用�
�

（1）計画段階からの農民参加手法の導入�
①プロジェクト参加意向調査�
②社会状況（集落状況）調査�
③灌漑施設現況調査�
④改修の必要性の検討�
⑤現況水利用、配分状況調査�
⑥気象、水質モニタリング等調査�
⑦水利用・水管理計画作成�

（2）土地利用計画手法の農民への指導�
①現況土地利用状況調査�
②プロジェクト実施後の土地利用要望調査�
③市場調査、農家調査（経営、流通、労働状況他）�
④稲転可能性、水少消費作物、高収益性作物調査�
⑤土壌調査�
⑥土地利用計画（作付け計画）の策定�

水管理のための農民組織化手法の検討、組織の設立の促進�
①水管理方法、問題点の検討�
②水管理規定の確立�
③施設維持管理体制の確立�
④WUG、WUA、WUFの設立�

作物別の単位用水量の確認並びに圃場レベルでの適切な水
利用�
①単位用水量調査�
②圃場レベルの水管理・水利用状況調査�
③圃場レベルの水管理計画、規程の策定�
④農協、営農機関等（地域レベル）との連携�
⑤灌漑暦の作成�
⑥圃場レベルの水利用マニュアル作成と農民指導�

表 6 － 1　活動項目の年次別計画
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達成目標� 活　　動　　項　　目�
行　　　　程�

１年目� ２年目� ３年目� ４年目� ５年目�

4．農民参加に
よるメスカや
デリバリキャ
ナルの改善�

5．農民組織が
主体となった
水管理システ
ムの改善�
�

灌漑施設の改善等の手法の検討�
　①改修手法の農民要望調査�
　②灌漑水、灌漑方法等の問題点�
　③水利用計画策定�
　④改修計画策定�
　⑤施設維持管理手法の確定�
　⑥施設改善�

よりよい水管理のための農民の指導�
①WUG、WUA、WUFのキーパーソン等の研修�
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6 － 2　各分野で想定される活動

6 － 2 － 1　灌漑分野

（1）現況調査（計画段階からの農民参加手法の導入）

対象地域の灌漑施設現況調査を行い、個々の施設改善の必要性を確認する。

1）IIP の実施成果を確認できるように、デリバリキャナルと各メスカにおける IIP 実施前後

の流量データを把握しておく必要がある。

2）灌漑による塩害を防止する観点から、灌漑用水中の塩分濃度のモニタリングも必要である。

3）IIP 実施前のデータは、少なくとも 1 年間は必要である。また、実施後のデータは、経年

変化を確認するうえからプロジェクト終了まで収集する。

4）測点は、デリバリキャナル、各メスカごとに上流と中下流の 2 点が望ましいが、現地状

況を勘案のうえ検討し決定する。

（2）マニュアル作成

本項「（3）検討事項」で確認される IIS の設計方針に基づいて、IIS のカウンターパートを

対象とした設計書を自己生産するためのマニュアル、若しくは設計書を外注するためのマ

ニュアルの作成、農民参加型の水管理手法を技術移転すべく受益農民の参加意識を高揚さ

せるためのマニュアルと、受益農民が適切に施設を操作できるように、受益農民を対象と

したマニュアルの作成を支援する。

1）IIS 用のマニュアル作成

a．受益農民の参加意識高揚のマニュアル作成〔計画段階からの農民参加手法の導入〕

マルワ掛かりの受益農家あるいは同族集団ごとに集会をもち、次に示すような IIP 実

施に係る内容を受益農民に知らしめ、認識の高まりに合わせて集会単位規模を拡大し、

IIP 実施に深く関与させることで、効率的に IIP を認識させる。

・受益農民に現状の問題点を認識させる。（間断通水、違法な直接取水、過剰灌漑、上下

流間の配水の不均衡、不適切な水路の維持管理や灌漑用水の塩分濃度など）

・現状の問題点を改善するのに有効なのは、IIP であることを認識させる。

・IIP で享受できる便益（需要主導型の配水、連続通水）と、発生する義務・責任（負担金

の償還、農民組織による水管理・施設維持管理）を認識させる。

・デリバリキャナル全体で IIP に参加して初めて、期待する便益（連続通水）が享受でき

ることを認識させる。

・選択可能な施設の型（自然流下型開水路とパイプライン）の長所、短所（建設コスト、維

持管理コスト、施設管理の難易、施工性）を受益農民に理解させ、選択させる。

・受益農民の施設整備に対する要望を収集し、可能な範囲で施設設計に反映させる。
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・施設整備後に求められる後述の「施設操作マニュアル」を効率的に習得させるため、受

益農民を対象とした操作ノウハウのトレーニングのしかたについて取りまとめる。

b．施設設計のマニュアル作成〔灌漑施設改修方法の検討〕

水需要に対応した水路施設の貯留能力や水路への流入調節機能について、検討する。

c．施設発注のマニュアル作成〔灌漑施設改修方法の検討〕

受益農民が施設の建設作業へ参加する可能性や出来型管理、品質管理など成果品の受

け取りのあり方について検討する。

2）受益農民用のマニュアル作成〔農民に対するよりよい水管理方法の指導〕

・施設操作マニュアル作成

水需要量に適切に対応した施設の操作方法、日常管理の内容や施設補修のしかたにつ

いて、記載する。

（3）検討事項

プロジェクトで検討が必要とされる事項には、次のようなものがある。

1）施工に関しては、既存のメスカを通水しながら改良メスカを設置することと、改良メス

カの設置に要する埋め戻し土や盛土材を確保すること、受益農民が施設の建設作業に参加

することの実現性を確認する必要がある。

これまでの IIP では、埋め戻し土材の確保問題は最近問題視されだしたばかりであるし、

通水しながらの施工は旧メスカと並行して改良メスカを設置したため問題視されなかった。

負担金を軽減する措置として、受益農民の建設作業への参加を金額換算して負担金の一部

に充てる方法は、エジプトでは未経験なため、農民及び施工者がこれを受け入れられるか

どうか、見極める必要がある。また、既 IIP では J 型コンクリート水路やれんが積み水路

が施工され、その施工には一定水準の技術が必要とされるため、受益農民が作業員として

雇用されなかったという解決されるべき課題もある。

2）1 キロメートル以上に及ぶ長大メスカの場合、既存の IIP ではメスカに並行して数本の

メスカを配置し、それぞれの並行メスカごとに揚水している。この場合、支線水路のよう

に利用される本来の長大メスカから直接揚水する者もおり、下流の並行メスカで水不足が

生じることもある。1 点揚水にしろ複数の並行メスカにしろ、長大メスカ下流の水不足対

策を検討する必要がある。

3）灌漑用水の水質保全の観点から、水路流入部における除塵装置設置の必要性の検討も必

要である。受益農民の水管理意識が高まれば、人力によるゴミ拾いで十分対応可能である

と考える。

　本分野のプロジェクト活動スケジュールは、表 6 － 2 を参照。
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6 － 2 － 2　水管理／水利組織分野

主な活動内容は以下のとおりである。

・現在の水配分計画は中央集権的な用水管理であるが、下流からの用水量管理による需要に

応じた灌漑システムとするため、実際の作物別面積に応じた作物別旬別単位消費水量の基

礎的データを収集整理する。

・現在のデリバリキャナルの流量把握のための流量観測による、H-Qcurve の整備を行う。

・デリバリキャナルからの適正な取水ゲートの操作方法、管理手法を開発する。

・関係農民の意向を踏まえた各メスカ間のローテーションルールを確立する。

・間断通水から連続通水への移行に伴い、水利施設を適切に管理運用できる農民組織の設立、

強化、支援を行う。

（1）計画段階からの農民参加手法の導入

1）プロジェクト参加意向調査

a. 対象農家全員への IIP の説明

b. 農民の意向把握のための参加型計画手法（PP）によるグループミーティングの実施

2）社会状況（集落状況）調査

・集落・経済状況の調査

3）灌漑施設状況調査

a. 施設の状況（規模・能力・築造年・老朽化等）の調査

b. 稼働状況調査

4）現況水利用、配分状況調査

a. 取水量状況調査

b. 水配分状況調査

c. 用水不足による被害状況（不足状況、用水要望量又はその時期）調査

d. 単位用水量（減水深、代掻用水、畑地用水量）調査

5）気象、水質モニタリング等調査

a. 気象・水文調査

b. 水質（水温・pH・濁度・電気伝導度・塩類度等）調査

6）水利用・水管理計画作成（水の合理的利用及び配分）

a. 基礎的計画

・計画用水諸元の決定

・必要量の決定

・水配分量及び方式の決定
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b．水管理計画（各作期ごとに変化する水需要に応じ、水路施設をどのような順序で操作

したらよいか検討し、その方法を確立する）

・各メスカの上流域・下流域等の水需要量の把握（観測及び伝達機構）

・各水需要形態における各施設の操作手順と要領

・旱魃時における輪番制による節水方法

（2）水管理のための農民組織化手法の検討、組織の設立の促進

1）水管理方法、問題点の検討

a. マルワ、メスカ、デリバリキャナルの抱えている水管理の問題点の把握

b. 農民による組織的・体系的に水管理を行うための問題点の検討

c. 水管理の中心的な課題の日常の配水に関する情報管理の検討

2）水管理規定の確立

管理体制を明確にし、水路組織の機能が十分発揮されるよう施設管理規定を作成し、規

則的な運用を図る。

a. 管理目的及び対象施設

b. 管理者、管理費用及び管理体制

c. 管理目標及び制御方法

3）施設維持管理体制の確立

a. 維持管理計画

・巡視（各施設の作動状況、土砂滞積、ゴミの状況）、点検

b. 管理体制

・指揮、命令系統の統一化

・末端までの水需要を迅速に伝達できる体制づくり

4）WUG、WUA、WUF の設立

農民が日常的に共同活動しやすい最小のユニットであるマルワレベルのWUG を出発点

とし、これをメスカ単位で束ねるWUA、さらにデリバリキャナル内のWUA を統括する

WUF の 3 段階構造とする。

a. IIP 計画策定における農家間の合意形成

・計画策定以前に PP 手法を用い、グループミーティングを通じ農家間の合意形成を図

る

・マルワ、メスカ、デリバリキャナル単位のグループミーティングを通じ、関係農民間

の共同体意識の醸成を図る
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6 － 2 － 3　営農分野

農家の収入向上を図るためには、作物単収の増加あるいは他作物導入による収益改善が考

えられ、営農改善基本方針の策定、作付け・輪作体系の洗い直し等が必要となる。このため

には農家・市場調査、試験研究機関からの基礎データの収集等が必要と想定される。

本プロ技営農部門では、IIP 実施に際しての農家経営状況、輪作栽培状況、農家需要の把握

を行うための調査・検討・取りまとめ、すなわちモニタリングと評価（M ／ E）を灌漑指導部

の農業技術者が農協の農業技術者・営農指導員と協力して実施できるよう協力・支援するも

のとする。

具体的には以下のような活動が想定される。

（1）農民参加による水管理計画及び土地利用計画の作成

土地利用計画手法の農民への指導

1）現況土地利用状況調査

・作付け状況／輪作パターン

・現況栽培作物収量

2）プロジェクト実施後の土地利用要望調査

・作付け希望作物の把握

3）市場調査、農家調査

・灌漑水に関する農家側要望の把握

・農作業労働時間

・灌水方法及び灌漑水の問題点（水質／塩類濃度、量等）

・農産物流通・販売方法

・農家経営状況等

・市場ニーズの把握に努めるとともに市場動向を現地農家に伝える営農情報伝達システム

の構築検討

4）稲転可能性、水少消費作物、高収益作物調査

・他地域及び試験研究機関のデータ収集

・水少消費作物・多収益作物の選定／導入検討

5）土壌調査

・塩類濃度測定

・除塩手法検討（輪作パターンの検討等）

6）土地利用計画（作付け計画）の策定

・各水管理組織（マルワ、メスカ、デリバリキャナル）ごとの土地利用計画（作付け計画）
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の策定支援

（2）作物に適した水利用の適用

作物別の単位用水量の確認並びに圃場レベルでの適切な水利用

1）単位用水量調査

・エジプト研究機関及び先進地域のデータ収集

・現状水利用量調査

・作物別必要用水量の検討

2）圃場レベルの水管理・水利用状況調査

・現況の取水・灌水方法調査

3）圃場レベルの水管理計画、規程の策定

・基礎データ収集（作物別適正用水量の把握／設定等）

・作物別適正用水量を基にしたモデル輪作・作付け計画（メスカあるいはマルワ単位）の

策定

・輪作・作付け計画を基にした圃場レベルの水管理計画、規程の策定

4）農協、営農機関等（地域レベル）との連携

・もろもろの調査、検討、普及について、地域レベルの農協、営農機関との連携強化

・農家圃場の作物別生育・収量調査（間断灌漑時／継続灌漑時）

5）灌漑暦の作成

・農家向け主要作物別の灌漑・栽培暦の作成

6）圃場レベルの水利用マニュアル作成と農民指導

・圃場レベルでの取水／灌水／排水方法、利用時間帯等、用水の利用方法／注意事項を明

記したマニュアルの作成、農民への普及推進

6 － 3　今後更に調査・検討を要する事項

6 － 3 － 1　灌漑分野

（1）IIS の設計方針（設計書の自己生産か外注か）の確認と、それに基づく移転すべき技術の

確認をする必要がある。ポンチ絵でプロポーザル設計書を募っている現状を考えれば、プ

ロジェクトの 5 年間で設計書の自己生産をめざすのは無理があると考える。

（2）仮に外注方式をとるとすれば、受注可能な業者がいることを確認しておく必要がある。そ

のためには、対象業者の過去の受注実績や技術者数、設計に必要な施設整備状況を把握し、

今後外注が予定される業務量をこなす余裕があることを確認しておかなければならない。現

状で困難な場合は、MPWWR の外注方針に沿って生産能力の増強が可能なことを確認して
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おかなければならない。

（3）また、流量観測、水質観測をプロジェクト開始早々から実施するためには、対象地域の

水路現況図（縮尺 1 ／ 5,000 程度）を準備しておくことと、観測方針及び方法をあらかじめ

概定しておく必要がある。その際、観測地点の想定と必要機器類の選定及び当該機器類の

取り付け地点の（水路断面を整形し、コンクリートライニングするなどの）整備方法につい

て、実施対象機関と検討のうえ、合意しておく必要がある。

6 － 3 － 2　水管理／水利組織分野

（1）農民意向の確認のためのグループミーティングを実施する必要がある。

（2）農家所得における事業償還金及び施設の維持管理費の妥当性について検討すべきである。

（3）水位、流量の監視やゲート操作を水管理組織担当者に円滑に引き継ぐための指導員を育成

しなければならない。

（4）農民が対応できる水利施設の操作、運転方式及び記録の整理手法について指導する必要が

ある。

（5）現在の供給指導型の水管理と農民による供給指導型の水管理に関する情報交換のあり方

について検討する必要がある。

6 － 3 － 3　営農分野

（1）水稲栽培に対する農家意向

開発調査によれば、水稲作付面積の削減並びに水稲短・中期生育品種の導入により、水利

用効率がよく収益性の高い作物・野菜への転換（水多消費作物から水少消費作物への転換）

を図り、用水の均等・公平配分化、農家収入の向上をめざすとしているが、IIP の実施に伴

い、連続通水が可能となれば、逆に水稲の作付面積が増加し、絶対的な水不足が発生する

という懸念も指摘されている。したがって、現状農家における灌水上の問題点並びに連続

通水が可能となった場合の栽培希望作物の把握、水稲栽培に対する意識調査等が必要であ

る。

ただし、水稲栽培は塩類土壌の改善と密接に関係しており、水稲作付けの制限・削減は、

塩類集積を増大し土壌環境の悪化を招きかねないため、塩類除去を配慮した水稲作付け・輪

作方針の検討が重要である。

（2）営農普及体制

プロジェクトエリア（バハール・ヌール地区）管内の農協数は 2 で、各農協には通常農業

技術者が 1 人と営農指導員が 8 人程度いる。灌漑指導部は必要に応じて、農業技術者をプロ
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ジェクトに配置することが可能とのことである。

農協は農業土地開発省管轄であるが、現場レベルでは灌漑指導部農業技術者と連携を密

にとっている地域もある。しかしながら、すべての地域において円滑な連絡・調整体制が

確立されているかどうかは定かでない。本プロ技における営農部門の活動においても、農

協の担う役割は非常に重要になると思われ、本プロ技とは管轄省庁が異なるものの、農協

を取り込んだ営農普及活動が円滑に進められるよう、現場レベルでの調整・事前打合せが

必要である。

加えて、エジプトの各試験研究機関（ARC やFCRI 等）は、水稲新品種の育成や輪作パター

ンの試験研究を実施しており、今後、基礎データの収集において各試験研究機関との連携

が必要となってくる。よって、各試験研究機関の現状試験項目、活動内容等の把握、今後の

連携依頼を行うべきであると考えられる。
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7．エジプト側の実施体制

7 － 1　実施機関・関連機関等の組織及び業務概要

（1）公共事業水資源省

公共事業水資源省（MPWWR）は、エジプトにおける水資源の開発、管理及び利用に関する

すべての業務を司る。

すなわち、唯一の安定水源であるアスワンハイダム貯水池から末端支線水路までの、農業、

工業及び都市用水を含めた各種の水需要に対する水配分計画の策定とその運用、用・排水路

及び関連施設の運転・管理・建設のすべてを、また、地下水資源の調査・開発・利用に関する

業務のほか、国土地形図の作成、海岸保全、大規模砂漠地帯開発などに関連する業務も含ま

れる。

MPWWR は、こうした業務を遂行するため、計画局、灌漑総局、機械電気総局及び国際河

川局の主要 4 局（予算・事務担当部局除く）と、配水事業庁、アスワンハイダム庁、海岸保全

庁、北シナイ開発庁及び測量庁の 5 庁並びに 11 の研究所を擁する国立水研究センターから構

成され、その職員数は各地方事務所まで含めて約 6 万人となっている（図 7 － 1）。
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エジプト担当総括責任者が置かれている。

既耕地における水行政全般にわたる実務は、水系や主要施設の配置及び地方行政区域界な

どを考慮して区分された 23 の地方灌漑管理局（Irrigation Directorate）が担当しているが、

その担当区域は必ずしも地方行政区（Governarate）境界とは一致しておらず、また、暗渠排

水の整備や排水路網の維持管理を担当する排水事業庁地方組織、ポンプ場等の電力機械施設

の維持管理を担当する機械電気総局地方組織、頭首工やメスカ改善などの水利構造物改修を

担当する灌漑改善局の地方組織もそれぞれの判断基準をもってその地方担当区域を設定して

いるため、これらの区域とも一致しない。

それぞれの地方灌漑管理局は、更にいくつかの灌漑監視区（Irrigation Inspectorate）に区

分され、その区域の総括責任者である灌漑監視技官（Irrigation Inspector）が置かれている

（図 7 － 2、7 － 3、表 7 － 1）。

灌漑監視区は更に各種施設や水路の管理・操作の基本単位となる担当面積平均 4 万 FD（約

1 万 7,000 ヘクタール）ほどの灌漑監督区（Irrigation District）に分けられており、それぞれ

の担当区域におけるMPWWR の現地代理人として水管理に関する決定権が法的に与えられ

た灌漑監督技官（Eng i n e e r  o r  MOHANDES）が配置され、事務補助員や作業技師

（Technician）、作業員（Worker or BAHRY）を含めて平均 20 人程度で運営されている。

灌漑局職員は現地雇用労務者を除き約 9,500 人となっており、約 600 人の学卒技官、1,000

人以上の技手が施設管理等に携わっている。

地下水資源に関しては、各地方灌漑管理局のほか、シナイ半島に「北シナイ」、「南シナイ」

の 2 つ、西方砂漠に「マルサ・マトロウ」、「ニューバレー」の 2 つの、計 4 つの地方地下水管

理事務所が置かれ管理・運営されている。

上水道及び工業用水の供給については、上記の地方灌漑管理局が管内各関係機関からの要

請に基づき決定された割当量を基に配水しており、ナイル川、基幹又は幹線水路から取水さ

れた後、浄水施設等を経て供給される。しかしながら、農村集落においては炊事・洗濯等の

生活用水として必ずしも上水道が利用されておらず、住宅付近の各種の用・排水路でこれが

行われている風景が至るところで見受けられ水質汚濁の 1 要因となっている。









─ 51 ─

置されたが、1996 年同 Pilot 事業の完了に伴って、独立した局となった。

同局には、最高責任者で、局長に相当する First Undersecretary 以下、設計担当

Undersecretary（兼デルタ地域総括責任者）、農民指導担当 Director  General  (Irr igat ion

Advisory Service：IAS)、建設担当Director General 及び F ／ S 担当Director General が置

かれている。

また、全国を 5 つの地域に区分した Irrigation Improvement Directorate が事業実施の実

務を担当している。

現在、西デルタから中央デルタ西部に広がる 25 万 FD にわたる農地で、世銀、KfW、オラ

ンダ及び EU の融資による IIP が展開されているとともに、USAID による Pilot 地区のうち

未整備のままとなっている部分においてLocal budget による比較的小規模な事業展開が図ら

れている。最近、東デルタ地域の 12.5 万 FD について、アフリカ開発銀行へ資金支援が要請

された。

（3）国際河川局（Nile Affairs Sector）

ナイルの水資源活用に関する関係国間との協議調整、スーダンとの協定事項の履行状況を

相互に確認するために相手国に常駐する技術者の交換などを行っている。

（4）機械電気総局（Mechanical and Electrical Department）

灌漑排水施設のうち、ポンプ場の運転・管理・建設を担当しており、それぞれの実務は全国

に設置された 7 つの地方機械電気管理局が実施している。

（5）計画局（Planning Sector）

調査部、計画部、事業準備室、管理情報センター、ナイル流出量観測・予測室及び遠方監視

システム部から構成されており、MPWWR の中枢機関として、ハード・ソフト両面で各種の

近代的手法を用いつつ、水資源行政の舵取りを行っている。

（6）排水事業庁（Egyptian General Authority for Drainage Project）

現在全国的に進められている暗渠排水施設整備事業の実施担当部門で、1973 年に世銀事業

実施に伴って設立された（併せて 1975 年に、水研究センターに排水研究所を設立）。全国に 27

の地方排水事業局が置かれているほか、デルタ中央部のタンタ市にオランダの援助で排水事

業研修所が設置されており、英会話を含む年間 90 前後のコースが、建設業者や海外研修生を

含む 700 人以上の参加者に提供されている。
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（7）水研究センター（National Water Research Center）

公共事業水資源省の所掌業務に対応した 11 の研究所から構成されている。USAID の支援に

よる IMS の一環として人的資源開発や機構整備が行われ、通常の調査・研究のほか各種研修

コースも提供しており、アフリカ、中近東諸国から研修生を受け入れている。また、ナイル

関係諸国技術者との共同研究も行われている。

さらに、長期的視野に立った水資源利用・開発に関する調査を行う「戦略研究室」、近年重

要視されつつある環境や水質の保全対策を検討する「水質保全対策室」も設置されている。

付属図書館には、1 万冊以上の英文、3 万冊以上のアラビア語の専門書籍や研究報告書を保

管しており、近代的な検索システムと蔵書方式によって管理されている。

（8）公共事業水資源研修センター

USAID による IMS の一環として、カイロ南西部のメジナシッタオクトバル（Sixth of Oc-

tober City）に研修センターが建設された。ここでは、年間 80 以上の研修コースが提供され

ており、数十人の海外研修生を含め年間 1,700 人以上の研修生を受け入れている。

（9）灌漑指導部（IAS）と水利組合（WUA）

IIP においては、水利施設の公共性を踏まえつつ、これを利用する農民の管理技術向上を考

慮し、IIP の目標達成に必要な新しい活動団体である水利組合（WUA）を設立するとともに、

これを支援する「灌漑指導部（IAS）」を設置している。

すなわち、施設的な改良のみ推進されたとしても、その運用に必要な社会的改善が伴わな

い場合には本事業失敗の危険性をはらみ、その場合、別の改善手法の新・再構築は不可能と

なるからであり、本事業の推進は広範な社会的理解を踏まえて進める必要がある。

1）灌漑指導部（IAS）

IAS は、1989 年省令第 53 号により、WUA の技術向上と水利用及び管理に関する指導業務

を提供するため、IIP の一部として設置されたものであり、当該部門には、総括（General

Direc tor）1、業務（Direc tor  of  Opera t ions）1、組織化〔Direc tor  of  Format ion  (and

Training)〕1 の各責任者と水利用の専門官が配属されている。

また、各地方管理区には、灌漑指導責任者（Director of IAS）が配属され、水配分、水利

用及び組合組織化を担当する専門技術者を統括している。

圃場レベルにおいては、700 ～ 800FD 程度を範囲とする地域ごとに現地指導員（Field

Agents）が置かれ、更に現地監督員（Field Supervisors）が 8 ～ 10 の現地指導員を統括して

おり、これら全職員は一般的な助言指導に関する研修を受けている。
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《IAS による業務の内容》

（1）メスカの改良に関する農民支援

□　課題の発掘　　　　　　　　　 □　改良工事の実施

□　メスカ設計に必要なデータ収集　 □　ポンプの調達とその操作運用

□　WUA の設立と運営指導　　　　　 □　組合員に対する研修

□　メスカの計画・設計

（2）水利用に関する業務

□　送配水管理　　　　　　　　　 □　新技術紹介

□　土地利用指導　　　　　　　　　 □　必要な情報提供

（3）その他

□　制水堰管理事務所等の用水供給部門との連絡体制の改善

□　水資源に関連する他部局との連携確立

□　支線水路単位ごとのWUA に発展させていくための体制強化

（注：これまでWUA は、各メスカ単位で組織され、将来的にはこれらを統合して支線水

路単位に再編成（Federation）することとしていたが、IIS としては、今後の整備地

区では Federation の設置を優先させようとする方針である）

2）水利組合（WUA）

WUA は、農業所得拡大のための水配分・利用の改善に向けた施設保管、運営及び管理を

行う民間団体であるが、その活動範囲は広範にわたるため、当初のWUA の実際の業務遂行

は現地指導員を通じて行われていた。

灌漑システムを改善するためには、IAS はWUA と密接な関係にあり、また、金融機関、共

同体、自治体、農業改良普及、ポンプ設備・整地に関する民間企業、農地部局、排水事業庁

及び諸研究所など、水利用に関連する各種支援を提供する組織との連携強化も図る必要があ

る。

《WUA の概要》

（1）WUA の段階区分

WUA は、農家自身がこれを運営することによって水管理に関する意識の高揚を図る

とともに水資源の節約や経費の節減を目的として設立されるものであり、具体的には

統合された揚水ポンプの運転操作及びこれに必要な経費の分担・徴収業務が行われる。

IIP では、WUA の自主的・主体的なメスカの利用技術向上を段階的に習得することを

目的として、WUA の設立手順を 7 つの段階に区分して推進することとしている。

なお、現在は、一層の事業促進を目的として、第 1 段階時点から Federation の範囲

を対象として進める手法が検討されている。
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1）導　　　　　入： 同一メスカに係る関係農家に対する啓蒙段階

2）組　　織　　化： 組合組織の結成手続き段階

3）メスカ改良準備： 具体的な整備工事の計画・設計段階（MPWWR 職員と関係農家

との相談に基づき、技術的・経済的検討がなされ、水路タイプ

の決定等が行われる）

4）メスカ改良参加： メスカ改良工事の実施段階

5）本　格　運　営： 改良メスカを利用した操作・運営開始段階

6）組 合 連 合 化： メスカ単位で組織されているWUA を、支線水路単位等の、更

に大きな範囲で再編成する段階

7）測 定 ・ 評 価： 改良メスカ及び組織の効果及び機能等の測定・評価段階

（2）WUA 制度の経緯

・公共事業水資源省は 1994 年 11 月から、新灌漑システムに係る操作、改修及び補修

費用の分担に関する研究を開始

・IIP 実施地区における関係農民の組織化は、1995 年 6 月に発効した『灌漑排水法 Ir-

rigation and Drainage Law (1984 年法律第12 号）の一部改正法（1994 年法律第213

号）』で規定

・これによりWUA の運営資金管理や施設更新費用の積立等を目的としたWUA 名義

の銀行口座開設が可能となるとともに、法人としての活動・発言権を獲得

・WUA は、各メスカごとの関係農家で構成され、当該組合員により選出された、代

表者 1、副代表 1、会計 1 及び事務局 2 の計 5 人の役員が置かれる

・定例会は、組合員全員参加で開催され、役員やポンプ操作員の選出、ポンプ運転及

び水利用計画等が議題

・運営経費の負担方法は、各WUA の話し合いにより各種の方法がとられているが、

次のような例がある

1）灌漑ごと徴収型：1 回の灌漑作業当たり　　5£E ／ FD

 （上エジプトで多い方式）

2）時間ごと徴収型：ポンプの運転時間 1 時間当たり）　2.5£E ／時

 （中央・東デルタで多い方式）

3）作季ごと徴収型：作季ごとに、夏期 100£E ／ FD　冬期 60£E ／ FD

・事業費負担：

◇メスカの整備に要する経費の全額を農家が負担することとなっている

◇資金は、政府の無利子貸付を利用することができる（ただし、10％の手数料を加

算、20 年償還）
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7 － 2　プロジェクトの組織体制（案）

（1）プロジェクト管理体制

今回の調査団においては、先方との協議の結果、プロジェクト実施の監督責任者として灌

漑総局長、プロジェクトの運営面及び技術面での責任者として灌漑改善局長、また、その直

接的なプロジェクト運営及び技術の責任者として灌漑改善局次長（ナイルデルタ所管）を任命

することを確認した。

・プロジェクトダイレクター：公共事業水資源省灌漑総局長

・プロジェクトマネージャー：同省灌漑改善局長

・同副マネージャー：同省灌漑改善局次長（ナイルデルタ所管）

・同サイトマネージャー：中央デルタ灌漑改善局長

プロジェクトの組織図は図 7 － 4 のとおりである。

（なお、農業土地開発省関係の関係組織については今回確認できず、同部分については次回

調査で確認することが必要である）

ビヤラ灌漑監督区� ビヤラ農業区�

農 協（２）�

ビヤラ灌漑監視区�

灌漑総局�
（プロジェクトダイレクター）�

（運営委員会議長）�

ナイルデルタ所管次長�
（副プロジェクトマネージャー）�
（事業連絡委員会議長）�

灌漑改善局長�
（プロジェクトマネージャー）�

中央デルタ灌漑改善局長�
（サイトマネージャー）�

カフルシェイク�
地方灌漑管理局�

カフルシェイク�
地方農業局�

地域農業�
センター�

プロジェクト�
現場事務所�

農業土地開発省�

農業研究センター�

公共事業水資源省�

次官�

灌漑局�チーフ�
アドバイザー�

調整員�

各専門家�

日本チーム�

（地区レベル）�

（県レベル）�

図 7 － 4　プロジェクト組織図
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（2）合同委員会

また次の 2 つの合同委員会を組織することを確認した。

1）合同運営委員会（Joint Steering Committee）

プロジェクトダイレクターを議長とし、中央レベルの運営責任者及び日本人専門家等で構

成され、プロジェクトの運営管理を行う。

2）事業連絡委員会（Joint Site Coordinating Committee）

副プロジェクトマネージャーを議長とし、プロジェクトの現場レベルの関係機関（地方灌

漑改善局、灌漑管理局及び農業普及関係機関）で構成され、現場レベルでのプロジェクト運

営上の活動計画策定、活動調整、連絡連携促進を図る。

7 － 3　カウンターパート配置

現場レベルでのカウンターパートとしては、タンタの中央デルタ灌漑改善局（IIS）の中の灌

漑指導部（IAS）セクションが中心となるが、その他の地方局内の関係セクション（地方灌漑管

理局、灌漑監視区、灌漑監督区）や農業土地開発省系列の地方農業局、ビヤラ農業区等の技術者

が想定される。また、中央レベルのカウンターパートもフルタイムでなくともよいが指名して

おくのが望ましい。

具体的なカウンターパートは、次期短期調査にて、プロジェクトの活動内容の詳細を確認し

たうえで、決定する必要がある。

灌漑改善局長は、日本人の専門家に対応した形で、必要なカウンターパートを関係部署から

確保できる旨発言した。

7 － 4　予 算 措 置

プロジェクト実施上必要となるメスカ及びデリバリキャナルの工事費用等、いわゆる事業予

算については、既に実施中の IIP 予算（財源は世銀ローン）の一部を充当することが可能である

との先方発言があったが、具体的なプロジェクト予算計画（年次別、項目別）について今後更に

確認していく必要がある。

一方、プロジェクト運営のためのランニングコスト（光熱水量、旅費等）は、エジプトの一般

事情として予算措置及びその執行面共に厳しい状況になることが予想される。今次協議の席上

で調査団側から、技術協力協定に記載されているエジプト側負担事項の確実な履行とともに、特

にカウンターパートの内国旅費、供与機材の通関経費、事務所スペースへの家具・備品類の配

備、研修用施設の提供等について強く要求しミニッツに明文化した。

これに対して、エジプト側は、スタッフの内国旅費及び家具・電話の供与について日本側に

負担を求める旨の発言があった。（家具・電話についてはミニッツにその旨記載した。）
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7 － 5　建物、施設、機材等

本省灌漑改善局内に日本人チーフアドバイザー室及び専門家室を置く。（先方は個別専門家が

使用していた部屋を含む 2 室を確保済み）

現地事務所（Site Office）を、タンタの中央デルタ灌漑改善局内に置く。（先方は、同局内の

建物 4 階をプロジェクト事務所用のフロアとして確保済み）

なお、事務所には一部既に空調設備、コンピューター等 OA 機器が導入されている。
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8．日本側の投入計画（案）

8 － 1　専門家の派遣計画

チーフアドバイザー、業務調整、灌漑、水利組織、営農等の分野での長期専門家が必要であ

るが、次期短期調査で活動内容の詳細を確認したうえで決定する。

8 － 2　カウンターパート研修

平成 11 年度から開始された JICA 国別特設集団コース「エジプト水管理」への参加も大いに活

用する。

8 － 3　機材供与計画

車両、OA 機器類のほか、自記水位計、流速計、水質測定装置、土壌 PF 測定器等が想定され

るが、基本的に大規模な機材の投入は必要ないと思われる。

次期短期調査で詳細を検討する。

8 － 4　ローカルコスト負担事業

特に留意する点として、エジプト側負担で実施する施設工事（工事費はエジプト側負担である

旨ミニッツに記載）について、何らかの事情でその予算措置又は執行が滞るような状況となる

場合プロジェクト活動を円滑に実施するためには、モデル的に実施するメスカ工事の一部経費

を日本側で負担することも検討する必要があると想定される。
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